
                       

                     Press Release  
 

厚生労働省 

北海道労働局 

 
 
 
 

 
 
 

木造家屋建築工事現場の７割強に改善を指導 

 ―道内１７労働基準監督署（支署）が一斉安全パトロールを実施― 

１ 北海道労働局（局長 田中 敏章）では、木造家屋建築工事における労働災害

が多発する中、リーフレット（別添）を作成して木造家屋建築工事関係団体等に

配付し自主的取組を促すとともに、７月１２日（火）に、道内１７労働基準監督

署（支署）において木造家屋建築工事を行っている７８現場に対し、一斉安全パ

トロールを実施した。 
 
２ パトロールにおいては、７８現場中５６現場（７１．８％）に対し、労働安全

衛生法令などに基づき改善を指導した（添付資料のとおり）。 
墜落・転落災害を防止するため重要な設備である、足場に関する指導が４４現

場（７８．６％）と最も多かった。その指導の内容みると、特に、物体の落下防

止対策の不備（２４件、３３．３％）、足場の手すり及び中さん等の設置の不備

（２１件、２９．２％）等、死亡災害に直結する墜落・転落災害防止対策が不十

分な現場が依然として多く見られた。 
  

３ その結果、平成２８年７月末現在の死傷者数は、７０人と前年同期比２２人 
（４５．８％）増となっているが、対前年比の増加率は、若干減少する傾向を

みせ始めている。 
  北海道労働局では、今後とも木造家屋建築工事現場で墜落・転落等による労働

災害を防止するため、木造家屋建築工事現場の労働災害防止に向けて取組を進め

ることとしている。 
 
 
添付資料 
 １ 具体的な改善指導状況 
 ２ リーフレット 
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具体的な改善指導状況 

 
１ 全般的な改善指導状況 
（１）全体で７８現場中５６現場において改善指導（指導率７１．８％）を実施 
 
（２）改善指導実施５６現場についての主な指導事項 
  ・足場に係る指導………………………………………………４４現場（７８．６％） 
  ・躯体（建物）に係る指導……………………………………３６現場（６４．３％） 
  ・電動丸のこ盤等に係る指導………………………………… ９現場（１６．１％） 
 
２ 主な設備ごとの改善指導状況 
（１）足場設置現場（７２現場）についての足場に係る指導（４４現場：６１．１％） 

の主なもの 
  ・物体の落下防止のための幅木等の設置が不適切…………２４現場（３３．３％） 
  ・墜落防止のための手すり及び中さん等の設置が不適切 

……………２１現場（２９．２％） 
  ・作業開始前の点検を実施していない………………………１０現場（１３．９％） 
  ・安全な昇降設備が設置されていない………………………１０現場（１３．９％） 
  ・足場の組立て等作業主任者の職務・氏名の周知が不十分…６現場（ ８．３％） 
 
（２）躯体工事（７１現場）についての躯体に係る指導（３６現場：５０．７％）の 

主なもの 
  ・内側への墜落を防止するための防網の設置、安全帯の使用等が不適切 
                       ……………２５現場（３５．２％） 
  ・木造建築物の組立て等作業主任者の職務・氏名の周知が不十分 
                       ……………１６現場（２２．５％） 
  ・安全な昇降設備が設置されていない………………………１１現場（１５．５％） 
 
（３）電動丸のこ盤等使用現場（６９現場）についての電動丸のこ盤等に係る指導 
（９現場：１３．０％）の主なもの 

  ・手持ち式電動丸のこのカバーが不備…………………………７現場（１０．１％） 
  ・電路の途中に有効な漏電遮断器が設置されていない………２現場（ ２．９％） 


